
 

 

接続約款変更届出書 

令和３年６月 23日 

 

総務大臣 殿 

 

郵 便 番 号 163-8003 

住  所 東京都
とうきょうと

新宿区
しんじゅくく

西新宿
にししんじゅく

二丁目
にちょうめ

3
ばん

番2
ごう

号 

氏 名 ＫＤＤＩ
けいでぃーでぃーあい

株式会社
かぶしきかいしゃ

 

 代表取締役社長     髙
たか

橋
はし

 誠
まこと

 

登録年月日 平成 16年 4月 1日 

及び登録番号 第 3号 

連 絡 先     

 

 

 

 

  電気通信事業法第 34 条第 2 項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するの

で届け出ます。 

 

 

実 施 期 日 令和３年７月１日 

 

 

 



 

 

接続約款変更届出書 

令和３年６月 23日 

 

総務大臣 殿 

 

郵 便 番 号 900-8540 

住  所 沖縄県
おきなわけん

那覇市
な は し

松山
まつやま

一丁目
いっちょうめ

２番１号
   ばん   ごう

 

氏 名 
おきなわ

沖縄セルラー電話
で ん わ

株式会社
かぶしきかいしゃ

 

 代表取締役社長      菅
すが

 隆志
た か し

   

登録年月日 平成 16年 4月 1日 

及び登録番号 第 71号 

連 絡 先     

 

 

 

 

  電気通信事業法第 34 条第 2 項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するの

で届け出ます。 

 

 

実 施 期 日  令和３年７月１日 

 

 

 

 



1 

 

別紙 

 

電気通信事業法第 34条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 
新 旧 

（料金等） 

第64条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続料は、料金及び工事又

は手続きに関する費用とします。 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する料金は、料金表第１表（接続料

金）に規定する接続料金とし、これを網使用料及び網改造料に分類します。 

３ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続において必要となる工事又

は手続きに関する費用は、料金表第２表（工事費）又は第３表（手続費）に規定する

工事費又は手続費とします。 

４ 前３項に規定する料金及び費用のほか、当社はユニバーサルサービス料、電話リレ

ーサービス料及びａｕＩＣカードの貸与に係る費用を設定します。 

 

 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第 65条の２ 当社の第２種指定電気通信設備若しくは当社の第２種指定電気通信設備及

び特定ＢＷＡ事業者の第２種指定電気通信設備との接続において定額制の網使用料の

支払いを要する電気通信事業者は、第 57条（接続形態）に規定する接続形態ごとに、

別表２第４表（網使用料支払事業者）及び備考欄に規定するところによります。 

２ 前項の規定により支払いを要することとなる協定事業者は、第 69条の２（定額制の

網使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の計算方法）の規定に

基づいて算定した定額制の網使用料を支払うことを要します。 

３～５（略） 

 

 

第３節の２ ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務 

 

 

（電話リレーサービス料の支払義務） 

第 68 条の２の２ 協定事業者は、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第１項

の規定に基づき別表１（接続により提供する機能）に規定する直収パケット接続回線

管理機能又は００ＸＹ自動接続回線管理機能の支払いを要する場合には、当社若しく

は当社及び特定ＢＷＡ事業者に対して電話リレーサービス料の支払いを要します。た

だし、ａｕ通信サービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電話リレーサービ

ス料の適用除外に該当するときは、その支払いを要しません。 

２ 前項の場合において、協定事業者が支払いを要する電話リレーサービス料の料金額

は、ａｕ通信サービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電話リレーサービス

（料金等） 

第64条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続料は、料金及び工事又

は手続きに関する費用とします。 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する料金は、料金表第１表（接続料

金）に規定する接続料金とし、これを網使用料及び網改造料に分類します。 

３ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続において必要となる工事又

は手続きに関する費用は、料金表第２表（工事費）又は第３表（手続費）に規定する

工事費又は手続費とします。 

４ 前３項に規定する料金及び費用のほか、当社はユニバーサルサービス料及びａｕＩ

Ｃカードの貸与に係る費用を設定します。 

 

 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第 65条の２ 当社の第２種指定電気通信設備若しくは当社の第２種指定電気通信設備及

び特定ＢＷＡ事業者の第２種指定電気通信設備との接続において定額制の網使用料の

支払いを要する電気通信事業者は、第 57条（接続形態）に規定する接続形態ごとに、

別表２第４表（網使用料支払事業者）及び備考欄に規定するところによります。 

２ 前項の規定により支払いを要することとなる協定事業者は、第 69条の２（定額制の

網使用料及びユニバーサルサービス料の計算方法）の規定に基づいて算定した定額制

の網使用料を支払うことを要します。 

３～５（略） 

 

 

第３節の２ ユニバーサルサービス料の支払義務 

 

 

【新設】 
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新 旧 

料に相当する額とします。 

３ 協定事業者は、その暦月の末日において、第１項に係る機能の提供を受けている場

合、第２項に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。 

 

 

（定額制の網使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の計算方法） 

第69条の２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、定額制の網使用料、ユニバー

サルサービス料及び電話リレーサービス料は暦月に従って計算します。 

２（略） 

 

 

（料金等の支払い） 

第71条 協定事業者は、料金等（接続料金、工事費、手続費、割増金、預託金、延滞利息、

ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、ａｕＩＣカードの貸与に係る費用、

業務支援システムの利用に係る費用又は業務支援端末の貸与に係る費用をいいます。

以下同じとします｡）について、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が定める期日

までに、当社が指定する金融機関等において支払うことを要します。 

２（略） 

 

 

附 則（令和３年６月２３日ＫＤＤＩ移企調第 1980号及びＯＣＴ技第 21-021号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和３年７月１日から実施します。 

 

 

 

 

 

（定額制の網使用料及びユニバーサルサービス料の計算方法） 

第69条の２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、定額制の網使用料及びユニバ

ーサルサービス料は暦月に従って計算します。 

２（略） 

 

 

（料金等の支払い） 

第71条 協定事業者は、料金等（接続料金、工事費、手続費、割増金、預託金、延滞利息、

ユニバーサルサービス料、ａｕＩＣカードの貸与に係る費用、業務支援システムの利

用に係る費用又は業務支援端末の貸与に係る費用をいいます。以下同じとします｡）に

ついて、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が定める期日までに、当社が指定す

る金融機関等において支払うことを要します。 

２（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




